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(57)【要約】
【課題】純水を絶縁と冷却に使用することにより小型で
信頼性の高い変圧器を提供する。
【解決手段】冷却媒体として純水５を用い、この純水中
に変圧器の巻線３，４、鉄心２等の構造物を配置する。
変圧器タンク１の上部に接続された第１の配管１１に、
純水冷却用クーラー３０及び純水循環用ポンプ３２を順
次接続し、さらにその下流側にイオン交換樹脂を封入し
た純水器３３を接続する。そして、第１の配管１１を純
水器３３の下流側で変圧器タンク１の下部に接続して、
純水循環系を構成する。また、内側巻線３、外側巻線４
、鉄心２、変圧器タンク１、第１の配管１１、第２の配
管１２、純水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３
２及び純水器３３等、純水と接する部分に気密性の高い
コーティングを施す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁冷却媒体として純水が用いられ、
　変圧器タンクの外部に設けられた純水冷却手段と前記変圧器タンクとを循環する純水循
環系が構成され、
　変圧器を構成する部材の内、前記純水と接する部分に気密性の高い被覆が施され、
　前記純水の循環系にイオン除去手段が設けられていることを特徴とする変圧器。
【請求項２】
　絶縁冷却媒体として純水及び水が用いられ、
　変圧器タンクの外部に設けられた純水冷却手段と前記変圧器タンク内の所定の部位とを
循環する純水循環系が構成されると共に、
　変圧器タンクの外部に設けられた水冷却手段と前記変圧器タンク内の所定の部位とを循
環する水循環系が構成され、
　変圧器を構成する部材の内、前記純水と接する部分に気密性の高い被覆が施され、
　前記純水の循環系にイオン除去手段が設けられていることを特徴とする変圧器。
【請求項３】
　前記イオン除去手段が、イオン交換樹脂であることを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の変圧器。
【請求項４】
　前記イオン除去手段が、逆浸透膜であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の変圧器。
【請求項５】
　前記気密性の高い被覆は、処理対象となる金属部分に絶縁被覆をした上に形成されるも
のであることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の変圧器。
【請求項６】
　前記気密性の高い被覆は、処理対象となる金属部分に絶縁被覆をする前に形成されるも
のであることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一に記載の変圧器。
【請求項７】
　前記気密性の高い被覆としてダイヤモンドライクコーティングを用いたことを特徴とす
る請求項１乃至請求項６のいずれか一に記載の変圧器。
【請求項８】
　前記気密性の高い被覆として逆浸透膜を用いたことを特徴とする請求項１乃至請求項６
のいずれか一に記載の変圧器。
【請求項９】
　前記逆浸透膜として酢酸セルロースを用いたことを特徴とする請求項４又は請求項８に
記載の変圧器。
【請求項１０】
　前記逆浸透膜として芳香族ポリアミドを用いたことを特徴とする請求項４又は請求項８
に記載の変圧器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変圧器に係り、特に絶縁冷却媒体として水を使用した変圧器に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、変圧器には絶縁性能と冷却性能とが要求される。そのため、これらの性能を
満足させるため、従来は、絶縁冷却媒体として、石油を精製して製造された鉱油やシリコ
ン油が使用されていた。一方、近年では、環境保護の観点から、外部に漏れた場合の環境
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負荷を低減するために、ひまわり種子・菜種などの植物油を精製して製造された植物油を
変圧器に適用する動きがある。
【０００３】
　上記ひまわり油、菜種油などの植物油は、絶縁性能及び冷却性能には優れているが、外
部に漏れた場合には、環境に与える負荷は鉱油ほど大きくないものの、環境へ与える打撃
は大きい。このため、植物油といえども、外部に漏れないように油止め対策が必要である
。一方、火災になった場合には、油が燃え尽きるまで消火は困難であるため、鉱油を用い
た場合と同様に消火設備が必要である。
【０００４】
　ここで、図５を参照して、冷却媒体として絶縁油を用いた従来の内鉄形送油式変圧器の
構成について説明する。すなわち、変圧器タンク１内に鉄心２が配設され、その周囲に内
側巻線３及び外側巻線４が巻回されている。また、前記変圧器タンク１の上部には第１の
配管１１が接続され、この第１の配管１１はクーラー９及びポンプ１０を介して、前記変
圧器タンク１の下部に接続されている。また、バルブ１３が設置された第２の配管１２が
、前記ポンプ１０の下流側において前記第１の配管１１から分岐され、変圧器タンク１の
上部に接続されている。
【０００５】
　また、前記変圧器タンク１の上部には、コンサベータ２１及びブッシング３１が配設さ
れ、このコンサベータ２１の内部にはゴム膜２２が取り付けられ、前記変圧器タンク１と
コンサベータ２１の間に設置された導通管２５によって、コンサベータ２１内に絶縁油７
が導入されるように構成されている。また、コンサベータ２１の上面には呼吸器官２３を
介して乾燥装置２４が接続されている。
【０００６】
　上記のような構成を有する従来の内鉄形送油式変圧器においては、変圧器タンク１の下
部から導入された冷却媒体である絶縁油７は、鉄心２、内側巻線３及び外側巻線４を冷却
しながらタンク上部へ移動し、変圧器タンク１の上部から第１の配管１１に導入されるよ
うに構成されている。そして、第１の配管１１に導入された絶縁油７は、前記クーラー９
によって冷却された後、ポンプ１０によって、変圧器タンク１の下部から再びタンク内に
導入されるように構成されている。
【０００７】
　一方、バルブ１３を開くことによって、ポンプ１０の下流側で第１の配管１１から分流
して第２の配管１２に導入された絶縁油７は、変圧器タンク１の上部から再びタンク１内
に導入されるように構成されている。
【０００８】
　上述したように、図５に示したような冷却媒体として絶縁油を用いた従来の内鉄形送油
式変圧器において、冷却媒体である絶縁油が外部に漏れた場合には、環境に与える打撃が
大きいため、たとえ、冷却媒体が外部に漏れた場合でも、環境に影響を与えない絶縁冷却
媒体を用いることが望まれている。このような環境に影響を与えない絶縁冷却媒体として
はまず水を挙げることができるが、通常の水を使用した場合、絶縁性の点で問題がある。
【０００９】
　このような問題点を解決するために、冷却媒体として純水を利用することが知られてい
る（特許文献１参照）。純水は、通常の水と同様に優れた冷却特性を持つため、冷却だけ
を目的に使用する場合には問題はない。しかし、冷却だけでなく絶縁の機能の適用を考え
る場合には、電気抵抗と絶縁耐力が問題となる。
【００１０】
　すなわち、純水は、通常の水に比べて高い抵抗率及び絶縁破壊電圧を持ち、それぞれ大
体０．２～５×１０６Ω・ｃｍ、４～８ｋＶ／ｍｍの値である。（非特許文献１参照）。
しかし、一般的な絶縁油の抵抗率及び破壊電圧は、０．１～１０×１０１４Ω・ｃｍ、２
０～３０ｋＶ／ｍｍと高く、純水は絶縁物よりも抵抗率では１０８倍低く、破壊電圧では
約５倍低い（非特許文献２参照）。
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【００１１】
　さらに、水は他の物質を溶かしやすい性質を持ち、特にイオンを大量に溶かした場合に
は、抵抗率や破壊電圧が低下するため、印加電圧が低い変圧器の負荷タップ巻線の限流抵
抗器などに適用することが考えられている（特許文献２参照）。
【００１２】
　一方、交流電圧を直流電圧に変換するサイリスタバルブでは、サイリスタの熱を水で冷
却すると共に、各モジュール間の電位差を保つために水をイオン交換器に通して純水にす
ると共に、直流高電圧部分が印加されているサイリスタモジュール部分を冷却するために
、絶縁ホースで絶縁をして循環させる方式を取っている（特許文献３参照）。
【００１３】
　このサイリスタモジュールでは、金属に直接純水を接触させて冷却する方式を取ってい
るが、直接金属と接触する面積が限られている場合には、水に溶け込むイオンも多くない
ために、水が循環する間にイオンは少量しか水に溶け込まないため、イオン交換器の交換
は数年に１度の程度で運転が可能であった。
【００１４】
　このように、純水は金属と接触することで金属イオンを溶かし、抵抗率と破壊電圧が低
くなるため、純水を絶縁に使用する場合には、サイリスタバルブの適用例からも分かると
おり、限られた部分を冷却する場合には水に溶け込むイオン量が多くないことから、常に
イオン交換器で純水に制御すると共に、電位差がある部分には長い絶縁距離で利用されて
いる。
【００１５】
　このように、従来、水のみを用いて絶縁をしようとすると、水に溶けるイオンを取り除
き、常に純水の状態で絶縁したい部分に行き渡らせる必要がある。一方、その結果、コイ
ル部分及び鉄心部分と水とが接触する面積は非常に大きくなる。
【特許文献１】特開２００６－７４９６３号公報
【特許文献２】特開平５－２３４７７８号公報
【特許文献３】特開平６－１６５３７１号公報
【非特許文献１】昭和５６年電気学会東京支部大会１７（ｐｐ２０）
【非特許文献２】電気学会技術報告第７３０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　通常、変圧器では、絶縁と冷却を行う液体又は気体の絶縁媒体は、コイルの下部から上
部に流れるようになっている。従来の変圧器と同様に水をコイル下部から上部に流すと、
コイル下部では純水であったものが、上部に行くに従い、コイルとの接触で銅イオンを含
むようになり、コイル上部ではイオンを大量に含む水になり、絶縁が保てなくなると予想
されていたため、今までは水は変圧器の絶縁・冷却媒体として利用されていなかった。
【００１７】
　この原因として以下のことが考えられる。変圧器は絶縁・冷却媒体と固体絶縁物の複合
絶縁の構成をとっており、油入変圧器の絶縁油、ガス絶縁変圧器のＳＦ６ガス共に誘電率
が固体絶縁物よりも小さい。この結果、絶縁油、ＳＦ６ガス共に固体絶縁物よりも電位分
担が大きいため、高い絶縁性能を持つ絶縁・冷却媒体が必要であるとの認識が一般的であ
った。
【００１８】
　このため、固体絶縁物より低い絶縁特性を有する純水を使用しても、純水に分担される
電位より水の絶縁耐力が小さいとの予想で、水を変圧器の絶縁・冷却媒体に使用すること
はなかった。さらに、変圧器内部にはタンク、鉄心等の金属部分が多数存在するために、
純水に金属が溶ける結果、さらに絶縁耐力が低下するために、純水を絶縁・冷却媒体に使
用することは困難と考えられていた。
【００１９】
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　しかしながら、水の比誘電率が８１であるのに対して、通常の固体絶縁物である高分子
絶縁物の比誘電率は４程度であるために、交流や雷インパルス印加時には、水側に分担す
る電位は高分子絶縁物の約２０分の１となる。また、通常の固体絶縁物の破壊電圧が６０
～１００ｋＶ／ｍｍ程度であるのに対して、純水の絶縁破壊電圧は先に述べたように４～
８ｋＶ／ｍｍであり、１００ｋＶ／ｍｍの約２０分の１とバランスが取れている。
【００２０】
　そこで、本発明者等は、イオンが水に大量に溶けて絶縁耐力が低下しなければ、従来の
油入変圧器やガス絶縁変圧器と同様の大きさの変圧器が製造できるとの見地から鋭意検討
を重ね、本発明を完成させるに至ったものである。
【００２１】
　すなわち、本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決するために提案されたも
のであり、その目的は、純水を絶縁と冷却に使用しながら小型で信頼性の高い変圧器を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の変圧器は、絶縁冷却媒体として純水が
用いられ、変圧器タンクの外部に設けられた純水冷却手段と前記変圧器タンクとを循環す
る純水循環系が構成され、変圧器を構成する部材の内、前記純水と接する部分に気密性の
高い被覆が施され、前記純水の循環系にイオン除去手段が設けられていることを特徴とす
るものである。
【００２３】
　上記のような構成を有する請求項１に記載の発明によれば、絶縁冷却媒体として用いら
れる純水が直接金属に接触することがないため、金属イオンが純水中に溶け込む量が非常
に少なくなる。その結果、コイル上部において、水の抵抗率及び絶縁破壊電圧が低下する
ことを防止できる。また、純水の循環系にイオン除去手段を設けたことにより、水の抵抗
率及び絶縁耐力をより高精度に保つことができる。なお、変圧器を構成する部材の内、純
水と接する部分とは、冷却媒体（純水）を循環させる配管、クーラー、ポンプ、タンク、
コンサベータ等の部品である。
【００２４】
　また、請求項２に記載の変圧器は、絶縁冷却媒体として純水及び水が用いられ、変圧器
タンクの外部に設けられた純水冷却手段と前記変圧器タンク内の所定の部位とを循環する
純水循環系が構成されると共に、変圧器タンクの外部に設けられた水冷却手段と前記変圧
器タンク内の所定の部位とを循環する水循環系が構成され、変圧器を構成する部材の内、
前記純水と接する部分に気密性の高い被覆が施され、前記純水の循環系にイオン除去手段
が設けられていることを特徴とするものである。
【００２５】
　上記のような構成を有する請求項２に記載の発明によれば、請求項１と同様の作用効果
が得られるだけでなく、絶縁冷却媒体として純水と水を用い、高い絶縁性能を要求される
巻線部分等には純水を用い、絶縁性能を要求されない鉄心部分等には水を用いているため
、気密性の高い被覆を施す部位を最小限に抑えることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上述べたように、本発明によれば、イオンが水に溶ける量を低減することで純水の維
持が容易になるため、純水を絶縁と冷却に使用しながら小型で信頼性の高い変圧器を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、図５に示した従来型
と同様の部材には同様の符号を付して説明は省略する。
【００２８】
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（１）第１実施形態
（１－１）構成
　本実施形態においては、冷却媒体として純水５が用いられ、この純水中に変圧器の巻線
３，４、鉄心２等の構造物が配置されている。また、変圧器タンク１の上部に接続された
第１の配管１１には、純水冷却用クーラー３０及び純水循環用ポンプ３２が順次接続され
、さらにその下流側には、イオン交換樹脂を封入した純水器３３（請求項のイオン除去手
段に対応）が接続されている。
【００２９】
　そして、前記第１の配管１１は、前記純水器３３の下流側で、変圧器タンク１の下部に
接続されている。また、バルブ１３が設置された第２の配管１２が、前記純水器３３の下
流側において前記第１の配管１１から分岐され、変圧器タンク１の上部に接続されている
。なお、前記第２の配管１２は、純水循環用ポンプ３２の排出量が変えられない場合に、
タンク１内に流れる純水の量を適宜調整するために設けられている。
【００３０】
　また、本実施形態においては、内側巻線３及び外側巻線４としては、図２に示すように
、気密性の高い被覆４２として例えばダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）でコーティ
ングした銅線４１の外側に高分子フィルム４３を巻いた素線４０を、高分子製の円筒に高
分子製のレールを配置したものの回りに巻いたものが用いられる。また、鉄心２としては
、酢酸セルロースでコーティングした薄板の珪素鋼板を重ねて束ねたものが用いられる。
【００３１】
　さらに、本実施形態においては、変圧器タンク１、第１の配管１１、第２の配管１２、
純水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３２及び純水器３３の内面にも、酢酸セルロ
ースによるコーティングが施されている。また、変圧器上部に取り付けられたコンサベー
タ２１の内面、及び内部に取り付けられたゴム膜２２には、ダイヤモンドライクカーボン
（ＤＬＣ）によるコーティングが施されている。
【００３２】
　なお、コーティングを施す部位により、酢酸セルロースによるコーティングとダイヤモ
ンドライクカーボン（ＤＬＣ）によるコーティングとを区別して適用しているのは、酢酸
セルロースには柔軟性があるが、ＤＬＣには柔軟性がないため、柔らかいものにＤＬＣを
取り付けると割れてしまうからである。
【００３３】
（１－２）作用
　以上のような構成を有する本実施形態においては、変圧器タンク１の下部から導入され
た冷却媒体である純水５は、鉄心２、内側巻線３及び外側巻線４を冷却しながらタンク上
部へ移動し、前記変圧器タンク１の上部から第１の配管１１に導入される。
【００３４】
　第１の配管１１に導入された純水５は、前記純水冷却用クーラー３０によって冷却され
た後、純水循環用ポンプ３２によって純水器３３に導入され、純水器３３に封入されたイ
オン交換樹脂でイオンを取り除かれた後、変圧器タンク１の下部から再びタンク１内に導
入される。
【００３５】
　この場合、本実施形態においては、変圧器タンク１、第１の配管１１、第２の配管１２
、純水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３２及び純水器３３の内面には、酢酸セル
ロースによってコーティングが施されているため、冷却媒体である純水５がこれらと接触
しても、純水５に溶け込むイオンの量は非常に小さい。
【００３６】
　その結果、本実施形態において絶縁冷却媒体として用いられる純水５は、高い抵抗率と
絶縁耐力を循環中の全ての状態で維持しながら変圧器タンク１の下部からタンク内に導入
され、変圧器の巻線及び鉄心を冷却した後、タンク上部に接続された配管から純水冷却用
クーラー３０に戻される。
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【００３７】
　さらに、本実施形態においては、変圧器上部に取り付けられたコンサベータ２１の内部
に取り付けられたゴム膜２２にもダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）によるコーティ
ングが施されているため、ゴム膜２２を介して空気が透過されることを防止できる。その
結果、酸素、窒素等のイオンが水に溶け込むことを防止できるので、水の抵抗率及び絶縁
破壊電圧が低下することを防止できる。
【００３８】
（１－３）効果
　以上述べたように、本実施形態によれば、純水を絶縁冷却媒体として使用し、イオン源
となる金属及び外気と接するゴム等に、ダイヤモンドライクカーボン（ＤＬＣ）や酢酸セ
ルロースによる気密性の高い被覆を施すことにより、純水へのイオンの溶け込みを最小限
にすると共に、イオン交換樹脂を用いたイオン除去手段（純水器３３）を純水の循環系に
取り付けることで、純水の維持が容易になるため、巻線の上部においても絶縁性能の低下
を防止することができる。その結果、純水を絶縁と冷却に使用した、小型で信頼性の高い
変圧器を得ることができる。
【００３９】
（２）第２実施形態
（２－１）構成
　本実施形態においては、冷却媒体として純水５及び水６が用いられ、鉄心２を冷却する
水６と、巻線及びその他の部分を冷却する純水５とをそれぞれ別個の循環系を用いて、タ
ンク内に循環供給するように構成されている。
【００４０】
　すなわち、図３に示すように、内側巻線３及び外側巻線４はＦＲＰ等からなる絶縁容器
５０内に配置され、この絶縁容器５０の上部には第３の配管５１が接続され、変圧器タン
ク１の外側に引き出されている。この第３の配管５１には、純水冷却用クーラー３０及び
純水循環用ポンプ３２が順次接続され、さらにその下流側に設置されたイオン交換樹脂を
封入した純水器３３を介して、前記絶縁容器５０の下部に接続されている。
【００４１】
　また、前記純水循環用ポンプ３２と純水器３３の間において、前記第３の配管５１から
第４の配管５２が分岐され、前記純水冷却用クーラー３０の上流側で前記第３の配管５１
に接続されている。また、この第４の配管５２には、バルブ１３が設置されている。なお
、前記第４の配管５２は、純水循環用ポンプ３２の排出量が変えられない場合に、絶縁容
器５０内に流れる純水の量を変えるために設けられている。従って、純水器３３を通す必
要がないため、純水器３３の上流側で前記第３の配管５１から分岐されている。
【００４２】
　一方、変圧器タンク１の上部に接続された第１の配管１１には、水冷却用クーラー５３
及び水循環用ポンプ５４が設置され、さらに、バルブ１３が設置された第２の配管１２が
、前記水循環用ポンプ５４の下流側で第１の配管１１から分岐され、変圧器タンク１の上
部に接続されている。なお、この第２の配管１２は、水循環用ポンプ５４の排出量が変え
られない場合に、タンク１内に流れる水の量を変えるために設けられている。
【００４３】
　そして、前記第１の配管１１を介して、前記絶縁容器５０の外側の空間に水６が循環供
給され、これにより、前記絶縁容器５０の外側の空間に配置された鉄心２が、水６によっ
て冷却されるように構成されている。
【００４４】
　また、本実施形態においても、上記第１実施形態と同様に、図２に示すように、内側巻
線３及び外側巻線４としては、気密性の高い被覆４２としてダイヤモンドライクカーボン
でコーティングした銅線４１の外側に高分子フィルム４３を巻いた素線４０を、高分子製
の円筒に高分子製のレールを配置したものの回りに巻いたものが用いられる。なお、本実
施形態においては、鉄心部分にはコーティング処理は不要である。
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【００４５】
　さらに、本実施形態においては、絶縁容器５０、第３の配管５１、第４の配管５２、純
水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３２及び純水器３３の内面には、酢酸セルロー
スによるコーティングが施されている。また、変圧器上部に取り付けられたコンサベータ
２１の内面、及び内部に取り付けられたゴム膜２２には、ダイヤモンドライクカーボンに
よるコーティングが施されている。
【００４６】
（２－２）作用
　以上のような構成を有する本実施形態においては、絶縁性能を要求される巻線３、４を
冷却する純水５は、第３の配管５１を介して変圧器タンク１内に配設された絶縁容器５０
の下部から該容器内に導入され、内側巻線３及び外側巻線４を冷却しながら絶縁容器５０
の上部に移動し、絶縁容器５０の上部から第３の配管５１に導入される。
【００４７】
　第３の配管５１に導入された純水５は、純水冷却用クーラー３０によって冷却された後
、純水循環用ポンプ３２によって純水器３３に導入され、純水器３３に封入されたイオン
交換樹脂でイオンを取り除かれた後、変圧器タンク１の下部から再び絶縁容器５０内に導
入される。
【００４８】
　一方、絶縁性能を要求されない巻線以外の部分、特に鉄心２を冷却する水６は、変圧器
タンク１の下部からタンク内に導入され、鉄心２を冷却しながらタンク上部へ移動し、変
圧器タンク１の上部から第１の配管１１に導入される。第１の配管１１に導入された水６
は、前記水冷却用クーラー５３によって冷却された後、水循環用ポンプ５４によって変圧
器タンク１の下部から再びタンク内に導入される。
【００４９】
　このように、本実施形態においては、絶縁容器５０、第３の配管５１、第４の配管５２
、純水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３２及び純水器３３の内面には、酢酸セル
ロースによってコーティングが施されているため、冷却媒体である純水５がこれらと接触
しても、純水にとけ込むイオンの量は非常に小さい。
【００５０】
　その結果、冷却媒体である純水５は、高い抵抗率と絶縁耐力を循環中の全ての状態で維
持しながら変圧器タンク内に設置された絶縁容器５０の下部から入り、変圧器の巻線を冷
却した後、絶縁容器５０の上部に接続された配管から純水冷却用クーラー３０に戻される
。
【００５１】
　さらに、本実施形態においては、絶縁性能を要求されない巻線以外の部分の冷却には水
６を用いているため、タンク内面、鉄心部分には気密性の被覆をする必要がない。
【００５２】
（２－３）効果
　以上述べたように、本実施形態においては、絶縁性能を要求されない鉄心部分の冷却媒
体（水）が循環する系と、絶縁性能を要求される巻線部分の冷却媒体（純水）が循環する
系とを分離して構成することにより、気密性の被覆を必要とする部分を少なくすることが
できるだけでなく、純水とイオンの発生源との接触も少なくすることができるため、必要
とするイオン交換樹脂の量を少なくすることができる。また、鉄心を構成する薄い珪素鋼
鈑すべてに気密性の優れた被覆をする必要がなくなるため、コストを削減することができ
る。
【００５３】
（３）第３実施形態
（３－１）構成
　本実施形態は、上記第２実施形態の変形例であって、図４に示したように、鉄心２を冷
却する水６が循環する系と、巻線３、４及びその他の部分を冷却する純水５が循環する系
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とを分離して構成する場合に、鉄心２を密閉容器６０内に収納配置し、鉄心２を冷却する
水６が、前記密閉容器６０の上部に接続された第５の配管６１を介して変圧器タンク１の
外側に引き出されるように構成したものである。
【００５４】
　この第５の配管６１には、水冷却用クーラー５３及び水循環用ポンプ５４が設置され、
さらに、バルブ１３が設置された第６の配管６２が、前記水循環用ポンプ５４の下流側で
第５の配管６１から分岐され、前記水冷却用クーラー５３の上流側で前記第５の配管６１
に接続されている。なお、この第６の配管６２は、水循環用ポンプ５４の排出量が変えら
れない場合に、密閉容器６０内に流れる水の量を変えるために設けられている。
【００５５】
　そして、前記第５の配管６１を介して、鉄心２を収納した密閉容器６０の下部に水６が
循環供給され、これにより、鉄心２が水６によって冷却されるように構成されている。
【００５６】
　一方、変圧器タンク１の上部に接続された第１の配管１１には、純水冷却用クーラー３
０及び純水循環用ポンプ３２が設置され、さらにその下流側に、イオン交換樹脂を封入し
た純水器３３が設置されている。そして、前記第１の配管１１は、前記純水器３３の下流
側で、変圧器タンク１の下部に接続されている。また、バルブ１３が設置された第２の配
管１２が、前記純水器３３の下流側において前記第１の配管１１から分岐され、変圧器タ
ンク１の上部に接続されている。
【００５７】
（３－２）作用
　以上のような構成を有する本実施形態においては、絶縁性能を要求される巻線３、４を
冷却する純水５は変圧器タンク１の下部から導入され、内側巻線３及び外側巻線４を冷却
しながら変圧器タンク１の上部に移動し、第１の配管１１に導入される。
【００５８】
　第１の配管１１に導入された純水５は、純水冷却用クーラー３０によって冷却された後
、純水循環用ポンプ３２によって純水器３３に導入され、純水器３３に封入されたイオン
交換樹脂でイオンを取り除かれた後、変圧器タンク１の下部から再びタンク内に導入され
る。
【００５９】
　一方、絶縁性能を要求されない鉄心２を冷却する水６は、鉄心２を収納した密閉容器６
０の下部から導入され、鉄心２を冷却しながら上方へ移動し、密閉容器６０の上部から第
５の配管６１に導入される。第５の配管６１に導入された水６は、前記水冷却用クーラー
５３によって冷却された後、水循環用ポンプ５４によって変圧器タンク１の下部から再び
前記密閉容器６０内に導入される。
【００６０】
　このように、本実施形態においては、変圧器タンク１、純水が循環する第１の配管１１
、第２の配管１２、純水冷却用クーラー３０、純水循環用ポンプ３２及び純水器３３の内
面には、酢酸セルロースによってコーティングが施されているため、冷却媒体である純水
５がこれらと接触しても、純水にとけ込むイオンの量は非常に小さい。
【００６１】
　その結果、冷却媒体である純水５は、高い抵抗率と絶縁耐力を循環中の全ての状態で維
持しながら変圧器タンクの下部から入り、変圧器の巻線を冷却した後、タンク上部に設け
られた配管から純水冷却用クーラー３０に戻される。さらに、本実施形態においては、絶
縁性能を要求されない鉄心部分には特に気密性の優れたコーティングを施さず、また、鉄
心部分の冷却には水６を用いているため、この水の循環系にも気密性の被覆をする必要が
ない。
【００６２】
（３－３）効果
　以上述べたように、本実施形態においては、絶縁性能を要求されない鉄心部分の冷却媒
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体（水）が循環する系と、絶縁性能を要求される巻線部分の冷却媒体（純水）が循環する
系とを分離して構成することにより、気密性の被覆を必要とする部分を少なくすることが
できるだけでなく、純水とイオンの発生源との接触も少なくすることができるため、必要
とするイオン交換樹脂の量を少なくすることができる。また、鉄心を構成する薄い珪素鋼
鈑すべてに気密性の優れた被覆をする必要がなくなるため、コストを削減することができ
る。
【００６３】
（４）他の実施形態
　なお、本発明は、上述したような実施形態に限定されるものではなく、以下に示すよう
な変形例も考えられる。すなわち、上記第２実施形態及び第３実施形態のように、純水装
置を取り付けない水を用いた冷却系を用いた装置では、水の代わりに窒素、空気などを冷
却媒体として使用し、ポンプの代わりにガスブロアでガスを循環して冷却することもでき
る。
【００６４】
　また、図示はしていないが、素線の銅線を中空にして、中空の内側にダイヤモンドライ
クコーティングを施すと共に、内部に水を通すことで冷却効率を上げることができる。
【００６５】
　また、素線の被覆としてポリエチレンのフィルムを巻くのではなく、銅線の周りにポリ
エチレンをダイスによる押し出しで被覆層を設けたケーブルを作製し、そのポリエチレン
のケーブルの周りにダイヤモンドライクコーティングを施すことで、ポリエチレンに含ま
れるイオンが水に溶け込むことを防止できる。この結果、純水の維持が行いやすく、イオ
ン交換樹脂の交換期間の長期化ができるようになり経済性が高くなる。さらに、素線の被
覆として酢酸セルロースを使用することで、銅線のコーティングをする必要がなくなる。
【００６６】
　また、上記の実施形態においては、イオン除去手段としてイオン交換樹脂を用いたが、
逆浸透膜を使用することもできる。すなわち、逆浸透膜をチューブ状に形成し、このチュ
ーブを複数束ねて大きな表面積を持たせ、チューブ内側に圧力を加えることにより、水分
子より小さな分子が透過可能になるため純水を得ることができる。なお、この逆浸透膜と
しては、例えば、芳香族ポリアミドあるいは酢酸セルロースを用いることができる。
【００６７】
　また、上記逆浸透膜を気密性の高い被覆として用いることもできる。すなわち、上記逆
浸透膜は、圧力を加えても水分子よりも大きな物質は通しにくい性質を持つため、水分子
より大きなイオンを透過させない目的で、タンク等の表面に気密性の高い被覆として用い
ることもできる。その結果、タンクから水に鉄等のイオンが溶け出すのを防止することが
できる。
【００６８】
　上記のような変圧器は、変電所などで使用する２００ＭＶＡを超えるような大容量の変
圧器で説明したが、これに限ったものでなく１ＭＶＡ以下の領域までの変圧器でも作用効
果は変わらない。さらに、災害時の復興用などの一時的に変圧器を必要とする場所で用い
られるトレーラに載せて移動するタイプの変圧器にも適している。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明に係る変圧器の第１実施形態の構成を示す縦断面図。
【図２】本発明の巻線の素線の構成を示す斜視断面図。
【図３】本発明に係る変圧器の第２実施形態の構成を示す縦断面図。
【図４】本発明に係る変圧器の第３実施形態の構成を示す縦断面図。
【図５】従来の内鉄形送油式変圧器の構成の一例を示す縦断面図。
【符号の説明】
【００７０】
　１…タンク
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　２…鉄心
　３…内側巻線
　４…外側巻線
　５…純水
　６…水
　７…絶縁油
　８…純水器
　９…クーラー
　１０…ポンプ
　１１…第１の配管
　１２…第２の配管
　１３…バルブ
　２１…コンサベータ
　２２…ゴム膜
　２３…呼吸器管
　２４…乾燥装置
　２５…導通管
　３０…純水冷却用クーラー
　３１…ブッシング
　３２…純水循環用ポンプ
　３３…純水器
　４０…素線
　４１…銅線
　４２…気密性の高い被覆
　４３…高分子フィルム
　５０…絶縁容器
　５１…第３の配管
　５２…第４の配管
　５３…水冷却用クーラー
　５４…水循環用ポンプ
　６０…密閉容器
　６１…第５の配管
　６２…第６の配管
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